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厚生労働省保険局医療介護連携政策課 

 

 

 

 「オンライン資格確認」医療機関等向けポータルサイト仮ＩＤ・アカウント 

 一括発行及び架電の実施に関する会員への周知について（協力依頼） 

 

 

日頃より、貴会におかれましては、医療保険行政の推進にご協力いただき、 

厚く御礼を申し上げます。 

また、日々の新型コロナウイルス感染症への対応にご尽力いただき、誠にあり

がとうございます。 

今般、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」（令和４年６月７日閣議決定）

において、「オンライン資格確認について、保険医療機関・薬局に、2023年４月

から導入を原則として義務付ける」との政府方針をお示ししたところであり、 

その詳細については、決まり次第、速やかに周知を行っていくこととしています。 

厚生労働省では、安心・安全で質の高い医療を提供していくデータヘルスの 

基盤となるオンライン資格確認について、早期導入促進に向けた取組を進めて

いくこととしており、下記のとおり、 

①医療機関等向けポータルサイトのアカウントが未登録の医療機関等に対して

ダイレクトメールの発送（別添参照）を行うとともに、 

②架電により、顔認証付きカードリーダーの申込みや導入に向けた取組の促進

を行っています。 

 つきましては、貴会におかれましても、会員の皆様に対して、送付されたダイ

レクトメールをご確認いただき、医療機関等向けポータルサイトにアカウント

登録を行うとともに、顔認証付きカードリーダーの申込を行うこと、また、これ

らに関する架電が社会保険診療報酬支払基金名であることについてご案内いた

だきたく、お願い申し上げます。 

医療機関・薬局におけるオンライン資格確認システムの早期導入に向けて、 

引き続きご配慮賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

 

記 



 

 

 

１ ダイレクトメールの発送 

医 療 機 関 等 向 け ポ ー タ ル サ イ ト （ https://www.iryohokenjyoho-

portalsite.jp/）のアカウントが未登録の医療機関等に対して、アカウント 

登録を円滑に行っていただけるよう、ダイレクトメールを発送します（令和４

年８月 10日付を予定）。 

社会保険診療報酬支払基金本部にて仮ＩＤ及びパスワードを発行し、医療 

機関等の名称や開設者氏名等のアカウント登録に必要な情報を自動表示させ、

入力作業を簡素化できるようにしていますので、ご活用下さい。 

 

２ 架電の実施 

  オンライン資格確認の導入に向け、医療機関等向けポータルサイトへの 

アカウント登録や顔認証付きカードリーダーの申込みに関する架電を、「社会

保険診療報酬支払基金」名で行っております（社会保険診療報酬支払基金本部

が設置しているコンタクトセンターの運営業務の委託先（アクセンチュア

（株））から実施）ので、ご了知いただければ幸いです。 

 



 別添  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  令和４年８月１０日 

厚生労働省 

社会保険診療報酬支払基金 
         

オンライン資格確認 
医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録のご案内について 

 

平素は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金の事業運営につきまして、格別のご理解とご

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 本年６月７日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針（骨太方針 2022）」において、

令和５年４月から保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認システムの導入について原則

として義務化する方針が示されました。導入作業が年度末に集中しますと、システム事業者が対

応できない可能性がありますので、早期に導入準備を進めていただきますようお願いいたします。 

導入を進めていただくにあたり必要な各種申請手続きは、「医療機関等向けポータルサイト」

から行っていただくことになるため、アカウント登録など、以下の手続をお願いします。 

 

 ➊「医療機関等向けポータルサイト」へのアカウント登録をお願いいたします。 

下記の仮メールアドレス・パスワードでログインし、アカウント登録をお願いします。（登録方法は裏面参照） 

なお、皆様の登録作業簡素化のため、支払基金で把握している内容（開設者名等）は登録済です。 

＜（医療機関名）における仮メールアドレス・パスワード＞ 

 

 

 

 

 

      ※ 仮メールアドレス・パスワードは貴医療機関・薬局がログインするために支払基金が発行したものです。 
アカウント登録の際に、貴医療機関・薬局のメールアドレス、任意のパスワードに変更してください。 

❷ アカウント登録と併せて、顔認証付きカードリーダーの申込みをお願いします。 

 
※ 当文書については令和４年７月３日時点においてアカウント登録を行っていない医療機関・薬局の皆様に送付しております。
既にアカウント登録を了している医療機関・薬局の皆様は改めてのアカウント登録は不要ですのでご容赦願います。 

※ ８月中旬以降、義務化の内容や補助金の詳細等を踏まえた説明会等を実施予定であり、ご登録いただいたメールアドレスに
詳細情報をお送りさせていただきます。 

 ▶アカウント登録方法の詳細は裏面をご確認ください  

仮メールアドレス 4XXXXXXX@01 

仮パスワード pa4XXXXXX0 

 

医療機関等の住所、名称等 
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